
 

【 公務員の汚職事件（贈収賄等）について 】 

 ・ 贈収賄等の汚職事件は、殺人や窃盗などの国民の目に明らかな顕在的犯罪

とは異なり、政治・行政・経済等の奥底に潜在し、国民が信頼を寄せる公務

の公正性を歪めることで、社会の秩序を乱す重大な犯罪です。 

 

 ・ 汚職事件の当事者（収賄被疑者）となる公務員は、国の機関や地方公共団

体の職員はもとより、そこに設置される委員会の委員や選挙によって選ば

れる議員なども含まれますし、独立行政法人等の役職員のように法律で公

務員とみなされる者、団体の設立根拠となる法律で特別に贈収賄の規定が

設けられているなど対象は多岐にわたります。 

 

 ・ 賄賂を贈る側については、企業や業者の構成員に限らず、特別に有利な便

宜を図ってもらう関係の者があれば、個人や公務員同士でも犯罪は成立し

ます。 

 

  【 公務員の汚職事件情報の例示 】 

    〇 公共事業の契約や公の業務委託契約等の不正に関する情報 

      ～ 出入り業者と癒着し、お金を貰っている等 

    〇 機械や物品の調達（納入）における不正に関する情報 

      ～ A社が職員と癒着し、機械導入を独占している等 

〇 職員の採用や昇進における不正に関する情報 

      ～ A市役所の職員が金を積んで採用された、議長職選挙が金で動 

いた等 

〇 公務員が関与している談合などに関する情報 

      ～ 公共工事の設計価格が業者に漏れている等 

〇 補助金や助成金など公金が原資である交付金の不正に関する情報 

      ～ 嘘の申請で不正に補助金を受けている、着服している等 

〇 許認可や業務の監督、検査、監査における不正に関する情報 

      ～ 金を積んで不正に検査を通してもらっている等 

〇 外国公務員等に対する贈賄等に関する情報 

      ～ 外国の公務員に賄賂が送られ不正に審査が通っている等 

〇 その他、汚職事件の検挙に繋がると思われる情報 

   

   「こんな不正は許せない」という情報がありましたら、断片的でもかまい

ませんので、情報提供へのご協力をよろしくお願いいたします！  


